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お
知
ら
せ

核
兵
器
の
廃
絶
と
平
和
を
願
っ
て

　
本
県
は
、
平
成
元
年
３
月
の
県
議
会
で

「
核
兵
器
廃
絶
平
和
県
」
の
宣
言
を
決
議

し
ま
し
た
。

　
地
球
上
か
ら
全
て
の
核
兵
器
が
廃
絶
さ

れ
、
世
界
の
平
和
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ

と
は
、
私
た
ち
の
変
わ
ら
な
い
願
い
で
す
。

　
今
年
も
広
島
、
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ

れ
た
夏
を
迎
え
ま
し
た
。
心
を
新
た
に
し

て
核
兵
器
の
な
い
世
界
平
和
の
実
現
を
目

指
し
ま
し
ょ
う
。

問　
県
庁
企
画
課
（
☎
０
２
７
・
２
２
６

・
２
２
９
５
）

８
月
は
個
人
の
事
業
税
の
納
期

で
す

　
８
月
は
、
個
人
の
事
業
税
の
第
１
期
分

の
納
期
で
す
。
個
人
の
事
業
税
は
、
県
内

に
事
務
所
・
事
業
所
を
持
ち
、
事
業
を
行

う
個
人
に
か
か
る
県
税
で
す
。
納
期
限
ま

で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

税
額　
事
業
の
総
収
入
か
ら
、
必
要
経
費

・
事
業
主
控
除
（
年
額
２
９
０
万
円
）
な

ど
の
各
種
控
除
額
を
差
し
引
い
た
課
税
所

得
金
額
に
、
【
別
表
】
に
掲
げ
る
事
業
種

別
の
税
率
を
掛
け
た
も
の

納
期
限　
９
月
２
日
㈪

納
税
場
所　
県
内
の
金
融
機
関
、
郵
便

局
、
県
行
政
県
税
事
務
所
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
、
「
Ｐ

ペ

イ

ジ

ー

ａ
ｙ
–ｅ
ａ
ｓ
ｙ
」

対
応
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
・

モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
・
Ａ
Ｔ
Ｍ
、

「Y

ヤ

フ

ー

ahoo!

公
金
支
払
い
」
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
Ｈ
参
照
）
か
ら
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
納
税

※
詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
ま
た
は
Ｈ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

口
座
振
替
納
税
は

・
９
月
２
日
が
引
き
落
と
し
日
に
な
り
ま

す
の
で
、
預
金
残
高
を
前
日
ま
で
に
必
ず

確
認
し
て
く
だ
さ
い

・
９
月
30
日
㈪
ま
で
に
申
し
込
む
と
、
第

２
期
分
（
11
月
）
の
納
税
か
ら
利
用
で
き

ま
す

問　
県
行
政
県
税
事
務
所
、
県
庁
税
務
課

（
☎
０
２
７
・
２
２
６
・
2
１
９
６
）

旧
優
生
保
護
法
一
時
金
支
給
に

つ
い
て

　
旧
優
生
保
護
法
に
よ
る
優
生
手
術
な
ど

を
受
け
た
人
に
対
し
て
、
一
時
金
を
支
給

し
ま
す
。

受　
平
成
31
年
４
月
24
日
か
ら
５
年
以
内

申
し
込
み
方
法　
所
定
の
請
求
書

他　
詳
し
く
は
、
Ｈ
を
確
認
す
る
か
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問　
県
庁
児
童
福
祉
課
（
☎
０
２
７
・
２

２
６
・
２
６
０
６
）

未
婚
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

に
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

　
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
う
ち
、
こ
れ

ま
で
法
律
婚
を
し
た
こ
と
が
な
い
人
に
対

し
、
臨
時
の
特
別
措
置
と
し
て
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。

対　
元
年
11
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
す
る
父
ま
た
は
母
で
、
元
年
10
月
31
日

に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
法
律
婚
を
し
た
こ

と
が
な
い
人

支
給
額　
１
万
７
５
０
０
円

支
給
日　
２
年
１
月
の
児
童
扶
養
手
当
支

給
日

他　
申
請
期
限
、
必
要
書
類
な
ど
詳
し
く

は
、
Ｈ
ま
た
は
住
所
地
の
市
町
村
か
ら
の

案
内
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

問　
県
庁
児
童
福
祉
課
（
☎
０
２
７
・
２

２
６
・
２
６
２
４
）
、
住
所
地
の
市
役
所

・
町
村
役
場

事
業
承
継
診
断
強
化
月
間

　
８
月
か
ら
10
月
は
「
事
業
承
継
診
断
強

化
月
間
」
で
す
。
県
で
は
60
歳
以
上
の
中

小
企
業
の
経
営
者
を
対
象
に
、
簡
単
な
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
対
面
式
の
診
断
に

取
り
組
み
ま
す
。

　
「
会
社
を
託
し
た
い
人
は
い
る
か
」

「
会
社
の
10
年
後
に
つ
い
て
相
談
で
き
る

人
は
い
る
か
」
な
ど
の
項
目
に
つ
い
て
、

経
営
者
の
身
近
な
支
援
者
で
あ
る
商
工
団

体
の
経
営
指
導
員
や
金
融
機
関
の
担
当
職

員
な
ど
が
、
10
分
程
度
の
聞
き
取
り
を
行

い
ま
す
。

　
会
社
の
経
営
を
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
た

め
に
は
、
十
分
な
準
備
期
間
が
必
要
で

す
。
円
滑
な
事
業
承
継
に
向
け
た
始
め
の

一
歩
と
し
て
、
会
社
の
将
来
に
つ
い
て
話

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

事
業
承
継
の
相
談
先　
県
事
業
承
継
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
事
務
局
（
☎
０
２
７
・
２
２
６

・
５
６
６
５
）

問　
県
庁
商
政
課
（
☎
０
２
７
・
２
２
６

・
３
３
３
９
）

「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
注
意
し

ま
し
ょ
う

　
県
内
で
は
、
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
が

多
発
し
て
い
ま
す
。
ま
た
最
近
で
は
、
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
だ
ま
し
取
ら
れ
る
事

例
が
増
え
て
い
ま
す
。
被
害
に
遭
わ
な
い

よ
う
に
対
策
し
ま
し
ょ
う
。

主
な
手
口

・
オ
レ
オ
レ
詐
欺
…
警
察
官
や
銀
行
員
を

か
た
り
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
預
か

る
」
と
言
う
、
親
族
を
か
た
り
「
現
金
を

代
理
の
人
に
手
渡
し
て
ほ
し
い
」
と
言
う

・
還
付
金
等
詐
欺
…
「
還
付
金
の
受
け
取

り
の
た
め
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
更
新

を
す
る
の
で
預
か
る
」
と
言
う
、
「
Ａ
Ｔ

Ｍ
で
還
付
金
の
手
続
き
を
し
て
ほ
し
い
」

と
言
う

・
架
空
請
求
詐
欺
…
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
は
が
き
な

ど
で
「
契
約
不
履
行
の
た
め
、
民
事
訴
訟

す
る
。
連
絡
し
て
」
と
通
知
す
る

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

・
常
に
留
守
番
電
話
に
し
て
お
く

・
電
話
で
お
金
の
話
を
し
な
い
と
家
族
で

約
束
し
て
お
く

・
家
族
だ
け
の
合
い
言
葉
を
決
め
て
お
く

相
談
先
・
時
間

・
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
☎
局
番
な
し

１
８
８
）
…
午
前
９
時
～
午
後
５
時

・
振
り
込
め
詐
欺
被
害
防
止
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
（
☎
０
２
７
・
２
２
４
・
５
４
５
４
）

…
24
時
間
受
け
付
け

問　
県
庁
消
費
生
活
課
（
☎
０
２
７
・
２

２
６
・
２
３
５
６
）

夏
季
に
お
け
る
山
岳
遭
難
防
止

　
夏
山
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
、
家
族
や
中
高

年
同
士
に
よ
る
登
山
、
渓
流
釣
り
や
写
真

撮
影
な
ど
の
趣
味
を
兼
ね
た
軽
登
山
の
増

加
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
登
山
で
は
、
少
し
の
油
断
や
準
備
不
足

が
思
わ
ぬ
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。
安
全

で
楽
し
い
登
山
を
す
る
た
め
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
事
前
に
気
象
情
報
や
登
山
コ
ー
ス
の
危

険
箇
所
な
ど
を
確
認
し
、
十
分
な
装
備
を

準
備
す
る
と
と
も
に
、
体
力
に
見
合
っ
た

計
画
を
立
て
る

・
単
独
登
山
は
避
け
、
天
候
の
急
変
時
は

登
山
を
中
止
し
、
下
山
す
る

・
家
族
や
職
場
な
ど
に
、
登
山
コ
ー
ス
や

帰
宅
時
間
、
非
常
時
の
連
絡
方
法
を
告
げ

る
と
と
も
に
、
携
帯
電
話
な
ど
の
連
絡
手

段
を
確
保
し
て
お
く

・
万
が
一
に
備
え
、
登
山
届
（
登
山
カ
ー

ド
）
を
必
ず
提
出
す
る

問　
県
警
察
本
部
地
域
課
（
☎
０
２
７
・

２
４
３
・
０
１
１
０
内
線
３
５
６
４
）

川
遊
び
を
す
る
と
き
は
気
を
付

け
ま
し
ょ
う

　
夏
は
水
辺
に
近
づ
く
機
会
が
多
く
な
り

ま
す
。
川
で
遊
ぶ
と
き
に
は
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
子
ど
も
は
必
ず
大
人
と
一
緒
に
遊
ぶ

・
川
の
水
は
、
上
流
に
降
っ
た
雨
で
急
に

増
え
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
小
ま
め
に
気

象
情
報
を
確
認
す
る

・
川
の
流
れ
は
複
雑
で
あ
る
こ
と
、
急
に

深
く
な
っ
て
い
る
所
や
流
れ
が
速
い
所
が

あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
く

・
川
で
泳
ぐ
と
き
に
は
、
必
ず
ラ
イ
フ
ジ

ャ
ケ
ッ
ト
を
着
用
す
る

・
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
で
飲
酒
を
し
て
川

に
入
る
こ
と
は
絶
対
に
や
め
る

問　
県
庁
河
川
課
（
☎
０
２
７
・
２
２
６

・
３
６
１
２
）

　
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
土
木
施

設
の
役
割
や
魅
力
を
紹
介
す
る
番
組
を
、

群
馬
テ
レ
ビ
で
放
送
し
て
い
ま
す
。

　
ド
ロ
ー
ン
で
の
撮
影
を
取
り
入
れ
、
土

木
施
設
な
ら
で
は
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ

を
、
躍
動
感
あ
る
映
像
で
伝
え
ま
す
。

放
送
日
・
時
間　
土
曜
日　
午
後
６
時
15

分
～
20
分

再
放
送
日
・
時
間　
日
曜
日　
午
後
６
時

15
分
～
20
分

他　
昨
年
度
ま
で
の
放
送
は
、
動
画
投
稿

サ
イ
ト
「Y

ユ

ー

チ

ュ

ー

ブ

ouTube

」
で
配
信
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
Ｈ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

問　
県
庁
建
設
企
画
課
（
☎
０
２
７
・
２

２
６
・
３
５
３
１
）

ご
利
用
く
だ
さ
い

ぐ
ん
ま
妊に

ん
し
ん娠

Ｓ
Ｏ
Ｓ

　
思
い
が
け
な
い
妊
娠
で
悩
ん
で
い
る
人

か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

相
談
日
・
時
間　
火
・
土
曜
日　
午
後
７

時
～
10
時

休　
祝
日

￥　
無
料

※
通
話
料
は
相
談
者
の
負
担
に
な
り
ま
す

相
談
方
法　
☎

相
談
先　
ぐ
ん
ま
妊
娠
Ｓ
Ｏ
Ｓ
（
☎
０
２

７
６
・
３
７
・
５
６
６
０
）

他
　
「
ぐ
ん
ま
妊
娠
Ｓ
Ｏ
Ｓ
」
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
Ｈ
参
照
）
か
ら
も
相
談
で
き
ま
す

※
24
時
間
受
け
付
け
。
返
信
は
原
則
と
し

て
週
２
回
行
い
ま
す　

問　
県
庁
児
童
福
祉
課
（
☎
０
２
７
・
2

２
６
・
2
６
０
６
）

募
　
集

「
上こ

う
ず
け野

三さ
ん

碑ぴ

か
る
た
」の
読
み
札

　
ユ
ネ
ス
コ
「
世
界
の
記
憶
」
に
登
録
さ

れ
た
上
野
三
碑
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
作
成
す
る
「
上
野
三
碑
か
る

た
」
の
読
み
札
の
原
案
を
募
集
し
ま
す
。

受　
９
月
13
日
㈮
ま
で
必

応
募
方
法　
郵
、
Ｆ
、
Ｅ
ま
た
は
所
定
の

応
募
用
紙
。
住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が

な
）
、
電
話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

他　
応
募
規
定
な
ど
詳
し
く
は
、
高
崎
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
参
照
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い

応
募
用
紙
配
布
場
所　
高
崎
市
役
所
（
高

【別表】個人の事業税の税額
区　分 事業の種類 納める額

第１種事業 物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、
請負業、飲食店業、その他一般の営業

課税所得金額
×５％

第２種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業 課税所得金額
×４％

第３種事業

医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業、美容
業、その他の自由業

課税所得金額
×５％

マッサージ、あん摩、はり、きゅうなどの業 課税所得金額
×３％


